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NPO 法人 JGMA 

理事長 下村  尚 

 

「NPO 法人 ＪＧＭＡ」理事会、報告 
 

＊開催日  ：  5 月 27 日（日） 

＊時 間  ：  午後 4 時～5 時  

＊場 所  ：  大阪丸ビル内 大阪第一ホテル 6Ｆ  会議室 

＊出席理事（敬称略） 

下村、飯田、浅井、菅、新井、宮本、森阪、水谷、南崎、関谷、吉成、吉田、秦、 

長谷川、一谷、加藤、山田（17 名） 

＊欠席理事（委任）（敬称略）   西垣、横田、高瀬、川上、瀧上（5 名） 

 

≪審議事項≫ 

まず冒頭に、事務局説明書（20 日発）について、“言葉足らず＆説明不足”の為、「理事会」開

催に至った経緯過程をお話し、質疑に入った。 

1） 役員人事について 

・「野崎理事」…私的理由より、「退任届け」もあり、退任の件は、了承されました。 

・「会長職」（下村）よりの「辞任願い」の件   

（下村会長より） 

2007 年「JGMA」は発足、「WGMA」に加盟し、13 年には「NPO」として組織化も進み、各

大会等の企画＆参加をし、活動をして来ました。昨年は「アジアカップ」も開催出来、皆さん

のご協力の基、成功裏に終わりました。合わせて長年の目標でもあった、「JHA」の団体とし

て「マスターズ部会」も、発足され、その組織の一員となります。又世界の動きとして、マス

ターズ部門は「WMH」（Word Masters Hockey）と組織が統一される運びです。 

今後「JGMA」は初心であった“生涯スポーツとしてホッケーを楽しむ”組織としての運営と

なると思い、それらの様子も見、現状の様な活動も少なくなるのではとも思い、体調面も考慮

して、先の「理事会」時、提出した「辞任願い」は、皆さんのご了解を得られれば「保留扱い」

として頂き、後 1 年、理事長職を継続するのにやぶさかではなく、皆さんと共に、がんばっ

て行こうと思う。との発言がありました。 

出席副理事長（4 氏）及び出席理事より、ご意見及び経緯等についての発言が有り、「森阪理

事」よりの「副理事長」拝命願い、と合わせ、ご審議後、「理事長職」は、下村理事長の発言

通りとし、「森阪理事」の件は、定款変更（副理事長の増員）も、困難であり、「理事長代行」

（内規扱い）とし、今後、業務をお願いする事と成りました。 

（尚、森阪理事より、ご承認も得ました） 

・「飯田理事」よりの「辞任願」については、ご本により「撤回表明」が有り、了承されました。 

・その他事項等については、別段ご審議事項も無く、閉会をいたしました。 

事務局、山田（2018.05.27） 


